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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年７月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年２月１１日 １１時１５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市高島北北西方沖 

 伊王
い お う

島灯台から真方位１９９°４,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４０.７′ 東経１２９°４４.８′） 

事故の概要  プレジャーボート牧
まき

栄
えい

丸は、南南西進中、また、プレジャーボート

第三すず丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

 牧栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、第三すず丸は、左舷

船尾部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ プレジャーボート 牧栄丸、５トン未満 

   ２９２－４５５８７長崎、個人所有 

   ８.４４ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１２９.００kＷ、平成１３年７月 

Ｂ プレジャーボート 第三すず丸、５トン未満 

   ２９２－３０８７３長崎、個人所有 

   ４.９６ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４.７０kＷ、昭和６３年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年１１月５日 

    免許証交付日 平成２４年８月９日 

           （平成２９年８月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年１２月１日 

    免許証交付日 平成２７年７月３０日 

           （平成３２年１０月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 左舷船尾部外板に破口、船外機に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮流 北西流約０.５ノッ

ト（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、バッテリ充電の目的で、操縦席

に腰を掛けて、ＧＰＳプロッター及び０.５海里（Ｍ）レンジとした

レーダーを作動させ、長崎市伊王島北西方沖で針路を同市端
は

島沖に定

め、約１１kn の速力（対地速力、以下同じ。）で伊王島西方沖を手動

操舵により南南西進した。 

 船長Ａは、伊王島南南西方沖の外
そと

ノ平瀬を通過する頃、その周辺に

５～６隻のプレジャーボートを視認した後、船首方を確認した際、他

船を見掛けず、レーダー画面にも船影が映っていなかったので、前路

に他船はいないものと思い、航行を続けた。 

Ａ船は、操縦席の左舷側の前面に置いていた携帯電話が横からの波

による船体動揺で床に落ちたので、船長Ａが、拾い上げて携帯電話の

画面を見ながら作動を確認していたところ、平成２８年２月１１日１

１時１５分ごろ高島北北西方沖で軽い衝撃を感じた。 

船長Ａは、前方を見たところ、Ａ船の船首部がＢ船の左舷船尾部に

衝突し、Ｂ船が左舷船尾から浸水し始めたので、Ｂ船の船上にいた乗

船者２人をＡ船に引き上げ、周囲に浮遊していたＢ船の釣り道具等を

回収した後、１１８番通報した。 

Ａ船は、自力航行でＡ船の係留場所に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、高島北方沖において、機関を停止して船首からシー

アンカーを入れ、船首を南東方に向けて漂泊し、流し釣りを始めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが右舷船尾部で、同乗者Ｂが右舷船首部で、それぞ

れクーラーボックスに腰を掛け、右舷方を向いて釣りを行い、船長Ｂ

が、時々周囲の見張りを行っていたが、周囲に他船を見掛けず、釣り

に夢中になっていたところ、機関音が聞こえたので、立ち上がって左

舷方を振り向いた際、至近に迫ったＡ船を認めたものの、どうするこ

ともできず、両船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者Ｂと共にＡ船に移乗して１１８番通報

し、来援した巡視艇に移乗した後、浸水して転覆し、巡視艇により長

崎市の船だまりにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、Ｂ船が、甲板上に構造物のない小型船だったので、Ｂ船

に気付かなかったのかもしれないと本事故後に思った。 

Ａ船は、約１１knの速力で航行した際、船首の浮上はなかった。 

Ｂ船は、潮流により高島北方沖から北西方に約６００ｍ流されては

潮上りを繰り返し、本事故当時は４回目の流し釣り中であった。 



- 3 - 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、船長Ａが、高島北北西方沖を南南西進中、船首方に他船を

見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、船体動揺で床

に落ちた携帯電話の画面を見ながら作動を確認していて船首方の見張

りを行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航

行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、外ノ平瀬を通過した後、船首方を確認した際、Ｂ船がレ

ーダー画面外にいたので船影が映っておらず、また、Ｂ船が甲板上に

構造物のない小型船であったことから、Ｂ船に気付かず、前路に他船

はいないと思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、高島北北西方沖で、船首からシーアンカーを投入し、船首

を南東方に向け、釣りをして漂泊中、船長Ｂが、魚釣りに意識を集中

し、周囲の見張りを行っていなかったことから、接近するＡ船に気付

かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、高島北北西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が釣

りをして漂泊中、船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、船体動

揺で床に落ちた携帯電話の画面を見ながら作動を確認していて船首方

の見張りを行っていなかったため、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに

航行し、また、船長Ｂが、魚釣りに意識を集中し、周囲の見張りを行

っていなかったため、接近するＡ船に気付かず、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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